（別添１）

平成１８年度障害者保健福祉推進事業等事業実施計画書及び所要額内訳書

	都道府県名、市町村名又は公益法人等名

	特定非営利活動法人　ソレイユ


１．事業実施計画書
	事業区分


	（１）

＊実施要項の２に掲げる(1)又は(2)のいずれかの番号を記入すること


	①事業名
	障害者の就労支援者（就労移行支援事業における就労支援員やジョブコーチ等）の養成研修等の養成に資するための指導書（教本）の作成（編纂）にかかる事業

	②事業実施目的


	本年10月から障害者自立支援法が本格施行され、「就労移行支援事業」や「就労継続支援事業」への移行が始まるところであり、本法の柱である「福祉サイドからの就労支援」が本格的にスタートすることになる。

このうち「就労移行支援事業」においては、福祉サイドから一般就労へ押し出す事業として今般初めて事業化されたもので、本事業の職員のうち特に「就労支援員」については、就職までの支援の中核を担う職員として非常に重要な役割を担っている。

また、就職後の職場定着に効果的な支援として職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援があるが、本事業はこれまでに高い成果を上げており、障害者の就業意欲が高まる中で今後そのニーズは増大している。就労移行支援事業利用者が就職し、職場定着を図るためには、「就労支援員」と「ジョブコーチ」の緊密な連携はもとより、これらの職員にはどの地域においても均質で高いスキルが求められている。

　また、これらの事業を実効あるものとするため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、福祉施設から一般就労に移行すること、及び移行した者の職場適応を容易にするため、障害福祉計画において、平成23年度までに①障害福祉圏域（全国400か所）全てに就労移行支援事業所を設置すること、②福祉施設から一般就労に移行する者の5割がジョブコーチ支援を受けられるようにすること目指しており、高いスキルと同様、その数も今後計画的に増加させる必要がある。このような状況に対応するため、①ジョブコーチ制度においては、改正障害者促進法により職場適応援助助成金（ジョブコーチ助成金）を創設し、福祉施設や事業所がジョブコーチを配置して支援を行なうことを助成するとともに、従来から実施している独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構による研修に加え、一定の基準を満たし、ノウハウを有する民間機関による養成研修事業が創設され、本事業を通じて質の高いジョブコーチを計画的に養成することとしており、現在、２か所の特定非営利活動法人において新たにジョブコーチの養成研修が実施されている。
しかしながら、本事業は始まったばかりであり、その研修規模が限られているとともに、各地でジョブコーチ養成への要望が高まっているにもかかわらず、就労支援に関する基本となる教科書がないため、統一的で先覚的な視野からの研修が行われない状況にある。

さらに、就労支援員についても同様に、その事業内容の基本となる教科書が存在しないことから、現状のままでは、均質で高いスキルを持つことは困難な状況である。

　このため、これらの事業を包含する先駆的な就労支援の取り組みについて、オピニオン・リーダーの協力を得て、ジョブコーチ養成研修の地域開催などを念頭に、これまでの就労支援のノウハウを踏まえた指導書を作成し、さらには、これらの執筆者が各地で講師を担当するなど、「就労支援員」と「ジョブコーチ」の計画的な増加を図ると共に、均質な高いスキルを身に付けることとし、ひいては自立支援法に掲げる精神の底上げを図ることを目指すものである。

	③事業実施計画


	【実　施　主　体】

広島国際大学　関宏之研究室　

および　特定非営利活動法人ソレイユ 

【立ち上げ】

　プロジェクトチームによる分担執筆

【教材・教本作成】

執筆者・プロジェクトチームにおいてまとめた項目を教本として編纂・作成し、広く配布する

【スケジュール】

10月　  プロジェクトチームの立ち上げ

　　　　 検討会議
　　　　 章構成（下記案）
11月　  検討会議　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　
　 構成に基づいて原稿着手、依頼

12月　  検討会議
 1月　  検討会議
編集作業
 2月　  会議、最終調整
原稿の印刷および製本作業

 3月　  成果の公表
（章構成案）　　　　　　　

はじめに　働くことの意味
第1章 呼びかけ

第2章 原理、原則

第3章 方法論

第4章 出会い、計画、合意、実施

第5章 組み立て

第6章 就職支援

第7章 適職の発見

第8章 ネットワーク

第9章 生活の支援

第10章 支援ということ

第11章 知らないこと

第12章 起業

	④国庫補助所要額
	　　　　４，５００千円

	⑤事業実施予定期間
	平成18年10月20日　から　平成19年3月31日まで

	⑥事業実施予定場所
	　全国

	⑦事業内容
	・ プロジェクトチームの立ち上げ　　　　　　　　　　　　　

・ 執筆者の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 章構成等の検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

· 印刷、製本
· セミナー開催(ジョブコーチ研修の地域開催の可能性を検討)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教材としての体裁を整えたうえ、セミナーを開催してその効果を顕彰しながら冊子化し、広く全国に配布する

	⑧事業の効果及び活用方法
	本事業によって作成しようとする教材は、就労支援員やジョブコーチ養成研修時の、標準的な教本として活用されることを意図している。今後、地方自治体や民間機関における研修会などで、本教材を活用することにより、より円滑で実践的な養成研修等の実施が可能になると予想される。取り組みが全国的に広まることにより、就労支援員やジョブコーチの量・質がともに高まることが期待できる


（注）
１．事業ごとに別葉とすること。

２．②は、実施する事業の目的を詳細に記入すること。

３．③は、実施する事業の具体的な計画を詳細に記入すること。

４．⑦は、実施する事業の事業項目、客体、事業の実施方式等を具体的かつ詳細に記入すること。当該欄に記入困難な場合は任意様式で提出することも可。
また、事業の実施に当たって参考となる資料があれば添付すること。

５．⑧は、実施する事業の効果と活用方法を具体的に記入すること。

６．調査事業に関する事業については、別添１－２「調査事業計画書」を添付すること。

特定非営利活動法人ソレイユとは
　広島国際大学医療福祉学科卒業生が中心となり、地域に暮らす人が「自分の望む生活スタイル、目指す暮らし」を実現するための基盤や身近な応援窓口を築きたいという思いから東広島市黒瀬町を拠点に立ち上げた法人で、障害のある当事者メンバーも参画している。
　主要メンバー

　　平田　孝嗣　　　　　　　　　　　　　　 

　　大堀　聖子　　　　　　　　　　　　　　 

    竹内　麻美　

法人理事：5名

法人会員：12名(地域住民、大学の先生、大学卒業生)

法人設立；平成18年1月23日　

 4月1日から、居宅介護等事業を開始（ヘルパーステーション）

 　福祉用具の研究及び開発に関する支援事業、ボランティアコーディネート事業

 　就労継続のための支援事業やスポーツ支援に関する取り組みを計画中
住  所；〒７２４－０６２４
　　  　東広島市黒瀬町菅田５８９－５

tel/fax.  0823-81-0283
e-mail;soleile@w4.dion.ne.jp
２．支出予定額内訳書
	都道府県名、市町村名又は公益法人等名

	特定非営利活動法人　ソレイユ


	経費区分
	対象経費の
支出予定額
	積算内訳
	備考

	旅費
会合費

指導書作成

経費

事務局経費

セミナー開催費


	1,000千円
553千円

1,500円

447千円

1,000千円


	他県において視察を実施（長野、滋賀）
10人　　　　　@100,000　　　　　　　1,000千円

　

謝金

10人　　　　　@10,000　　　　　　　　　100千円

旅費（交通費）

10人　　　　　@30,000　　　　　　　　　300千円

旅費（宿泊費）

10人　　　　　@10,000　　　　　　　　　100千円

旅費（飲食費）

10人　　　　　@5,000　　　　　　　　　　50千円

会議費　10人　@300　　　　　　　　　　　3千円

執筆者謝金

10人　　　　　@50,000　　　　　　　　500千円

印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　100千円

水道光熱費　5ヶ月　　　@3,000　　　　　 　15千円

通信費　　　5ヶ月　　　@7,000　　　　　　 35千円

備品購入費　　　　　　 @22,000　　　　　　22千円

人件費

アルバイト　5ヶ月　　　@75,000　　　　　375千円

講師謝金　　　10人　　@50,000　　　　　500千円

旅費（交通費）10人　　@30,000　　　　　300千円
旅費（宿泊費）10人　　@10,000　　　　　100千円

旅費（飲食代）10人　　 @10,000　　　　　100千円
	

	合計
	4,500千円
	
	


